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一
人
一
人
の
思
い
を

ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
る

　地域課題が多様化する中で取り組むまちづくりには、町
をはじめ、地域で暮らす皆さんの声が欠かせません。
　町では、一つ一つの思いや意見を大切にしたいと考え、
さまざまな機会を設置しています。
　今月号の特集では、皆さんが日頃感じている思いや考え
を町に伝える方法を紹介します。

今
を
考
え
る
こ
と
が

こ
れ
か
ら
の
町
を
つ
く
る

　

人
に
よ
っ
て
「
当
た
り
前
」
と

感
じ
る
こ
と
や
物
事
の
考
え
方
が

異
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
そ
の

人
を
知
る
こ
と
か
ら
ま
ち
づ
く
り

は
始
ま
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

互
い
の
理
解
を
深
め
る
対
話
が

ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
重
要
と
考

え
て
い
て
、
町
と
町
民
が
意
見
交

換
を
気
軽
に
行
え
る
よ
う
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。そ
の
一
つ
と
し
て
、

20
年
以
上
前
か
ら『
ま
ち
ト
ー
ク
』

を
実
施
し
て
お
り
、
時
代
の
変
化

に
合
わ
せ
て
形
を
変
え
な
が
ら
継

続
し
て
い
ま
す
。

　
『
ま
ち
ト
ー
ク
』
は
町
か
ら
何

か
を
説
明
す
る
場
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
町
民
と
町
が
同
じ
立
場
で
、

雑
談
も
交
え
て
自
由
に
意
見
を
出

し
合
い
、
町
の
未
来
を
一
緒
に
考

え
る
た
め
の
大
切
な
時
間
で
す
。

　

現
在
、
倶
知
安
で
は
新
幹
線
駅

や
高
規
格
道
路
の
完
成
を
控
え
て

い
ま
す
が
、
ま
ち
づ
く
り
は
過
程

も
大
切
で
、
今
の
時
点
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
て
い
る
と
い
う
気
持
ち

で
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

取
り
組
み
を
進
め
る
中
で
、
倶

知
安
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
前
向

き
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
人
が

多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
を
真

剣
に
考
え
る
こ
と
が
、
倶
知
安
を

つ
く
り
、
く
っ
ち
ゃ
ん
子
の
未
来

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
思
い

ま
す
。

　

ぜ
ひ
皆
さ
ん
の
声
を
た
く
さ
ん

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

まちづくりは対話から

文
字
町
長
に
ま
ち
づ
く
り
に

対
す
る
考
え
を
聞
き
ま
し
た

―
― 

ま
ち
づ
く
り
で
町
長
が

　
　
大
切
に
す
る
も
の
は
？

―
― 

ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら

　
　 

ま
ち
づ
く
り
を
考
え
て

　
　 

い
ま
す
か
？

　
町
に
い
た
だ
い
た
意
見
や

要
望
は
職
員
間
で
情
報
共
有

さ
れ
、
現
在
進
め
て
い
る
事

業
や
今
後
の
取
り
組
み
に
生

か
し
て
い
き
ま
す
。
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　「まちトーク」とは、町民の皆さんが町や地域の暮らしの中で、日頃感じてい
ることや考えていることを町長に直接話をすることができる場です。
　町内会などを中心に、各地域会館で行ってきた「まちトーク」は、年々参加者
の減少が見られはじめたため、開催方法の見直しを行いました。

ま
ちトークが変わります

～集まりやすく、話しやすく～

主な変更点 昨年まで 今年から

開催方法 町が指定する日、時間 団体などが指定する日、時間
（希望に添えない場合があります）

開催場所 町が指定する地域会館など 団体などが指定する場所
（会場調整のご協力をお願いします）

開催時期 夏季１カ月程度の期間で開催 １年を通じて随時開催

■「出張まちトーク」の日程を団体ごとに調整できるようになりました

　今年の 10 月より、「まちトーク」は「出張まちトーク」へと名称を変更し、町への申し込み
を受けて開催する方式となりました。
　形式は今までと変更はなく、町長が地域などを訪れ、町民の皆さんと対話をします。
　開催日程を調整する必要があることから、希望する１カ月前までに申し込みが必要です。なお、
申し込みの対象者は、意見交換を希望する町内会や団体（原則 5 名以上）となっています。

■何が違うの？

比べてみよう「出張まちトーク」と「町長室の日」

項　目 出張まちトーク 町長室の日

対象者 町内会や団体など
（原則 5 名以上）

個人や団体など
（人数は自由）

開催日時 町内会や団体など指定する日時
（希望に添えない場合あり）

原則、毎月第 4 木曜日の午後
（都合により日時を調整する場合あり）

開催場所 町内会や団体などが指定する場所
（会場調整のご協力をお願いします） 町長会議室

申込方法 町内会や団体などと日時、場所などを
調整した上で、申込書を町へ提出 申込書を町へ提出

申込期限 開催希望日の 1 カ月前まで 毎月第 3 木曜日まで

対話内容 町政などに関わること全般

　これまで行ってきた、「まちトーク」や「町長室の日」、「ご意見ポスト」では、
地域の方でなければ気付きにくい、たくさんの貴重な意見をもらっています。
　まちづくりを進めるため、これからも町民の皆さんのご協力をお願いいたします。

開催までの流れなどを確認し、ご自身にあった方法を活用ください。

　申し込みに必要な「申込書」は、町 HP からダウンロードすることができます。
　また、担当係の窓口でも配布していますので、お気軽にお越しください。

出張まちトーク

【申込先】総合政策課広報広聴係（役場 2 階 14 番窓口）
　☎ 56 － 8001　　　23 － 2044
　E‒メール　kouhou@town.kutchan.lg.jp

FAX

町長室の日

■「ご意見ポスト」はお気軽に

役場庁舎には、電話や窓口で問い合わせをする時間が
ない方も気軽に利用することができる「ご意見ポスト」
を設置しています。氏名と住所を記入して投函していた
だいた方には、担当よりご回答の通知をお送りします。

■設置場所／役場正面玄関付近
■投函方法／任意の紙にご意見などを

記入して投函

■個別に町長とお話ししたい場合は「町長室の日」

　意見交換をしたいけれど、町内会や団体ではなく、
個別に行いたい場合は、「町長室の日」を活用する
と町長と直接話しをすることができます。
　役場内で開催するため、場合によっては、開催内
容と関係する部署の担当者を交えて開催することも
可能です。
　まずは、気軽に広報広聴係へご連絡ください。
　（電話番号は、左ページ記載）
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